
佐賀大学医学部附属病院入院患者用セット貸出事業に係る公募 

 

佐賀大学において、下記のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

企画競争に付する事項 

(1) 事業名称  佐賀大学医学部附属病院入院患者用セット貸出事業 一式 

  (2) 事業の目的 入院患者等へのサービス向上のため 

  (3) 委託期間  ２０２６年４月１日～２０２９年３月３１日（３年間） 

 

２．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

ア．応募の資格者は、次の要件を満たすものとする。 

(1) 国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程第３条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程第４条の規定に該当しない者であること。 

(3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人佐賀大学の  競争参加資格 

において、令和 8年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等 

級に格付けされている者であること。 

(4) 取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(5) 過去５年間に 400床以上を要する病院に入院患者用セットの運営事業実績がある者 

であること。 

(6) 医療法施行規則第９条の 14に規定する基準を満たしている者であること。 

(7) 本公募に示した役務を十分に履行することができることを証明した者であること。 

イ．応募できる運営者は、次のいずれにも該当しない者とする。 

(1) 法律行為を行う能力を有しない者  

(2) 破産者で復権を得ない者 

(3) 国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程第４条に該当する以下の者 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑥ 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履

行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

３．提案書の無効 

次のいずれかに該当する提案書は無効とする。 

(1) 提出期限までに所定の企画提案書の提出が無かった場合 

(2) 応募資格要件の規定に反した場合 

(3) 応募書類等に虚偽の内容が記載されている場合 

(4) 不正な事項が発覚した場合 

(5) その他、提案応募手続に違反すると認められた場合 



 

４．公募日程 

(1) 公募及び公募要領配布期間   ２０２６年２月９日（月) 

～ ２０２６年２月１９日(木)  

(2) 応募申込書類 提出締め切り  ２０２６年２月１９日(木) １７:００(厳守) 

(3) 審査結果通知         ２０２６年３月上旬頃 

 

５．契約条項を示す場所及び募集要項等を交付する場所 

所在地 〒８４９－８５０１ 佐賀市鍋島五丁目１番１号 

場 所 佐賀大学医学部経営管理課（担当：総務主担当） 

電 話 ０９５２－３４－３１０５ 

ＦＡＸ ０９５２－３４－２０８６ 

   公募要領の交付にあたっては、上記の場所にて直接、交付する。 

     

６．企画提案書等の提出方法 

  (1) 提出期限 ２０２６年２月１９日(木) １７時００分まで 

  (2) 提出場所 上記５に同じ 

(3) 提出方法 持参又は郵送により提出すること。 

なお、郵送については、書留郵便によることとし、２０２６年２月１９日(木)  

１７時００分までに到着したものに限り受け付ける。 

 

７. 審査の方法及び決定 

公募要領に基づき提出された企画提案書等について、審査委員会において、その企画

内容や実行能力等について書類審査を行い、その結果等を勘案し、総合的に評価を行い、

評価得点の高い提案者を第一交渉権者とする。 

なお、その提案内容を基にした第一交渉権者との交渉が不調となった場合は、順次、

得点の高い次順位交渉権者との交渉を行い、契約交渉が整った事業者を運営事業者と

する。 

 

８．その他 

  (1) 契約保証金は免除とする。 

(2) 応募事業者は本院が要請した場合、追加資料の提出及びプレゼンテーション等に 

応じること。 

(3) 受理した企画提案書等は返却しない。 

(4) その他、詳細については、佐賀大学医学部経営管理課（担当：総務主担当）に問 

い合わせること。 

 

   以上公告する 

 

２０２６年２月９日 

 

              国立大学法人佐賀大学 

                    学 長   野 出 孝 一 


